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平成２１年第８回邑南町議会臨時会（第１日）会議録

１．招集月日 平成２１年１１月２５日 告示

２．招集の場所 邑南町役場 議場

３．開 会 平成２１年１１月３０日（月） 午前 ９ 時４７分

散会 午前１０時１０分

４．応招議員

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１番 大 屋 光 宏 ２番 宮 田 秀 行 ３番 中 村 昌 史 ５番 日野原 利郎

６番 清 水 優 文 ７番 辰 田 直 久 ８番 松 本 正 ９番 亀 山 和 巳

１０番 日 高 學 １１番 石 橋 純 二 １２番 高 本 勝 藏 １３番 山 中 康 樹

１４番 長谷川 敏郎 １５番 日 高 勝 明 １６番 三 上 徹

５．不応招議員 なし

６．出席議員 １４名

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１番 大 屋 光 宏 ２番 宮 田 秀 行 ３番 中 村 昌 史 ５番 日野原 利郎

６番 清 水 優 文 ７番 辰 田 直 久 ８番 松 本 正 ９番 亀 山 和 巳

１０番 日 高 學 １１番 石 橋 純 二 １２番 高 本 勝 藏 １３番 山 中 康 樹

１４番 長谷川 敏郎 １６番 三 上 徹

７．欠席議員 １名

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１５番 日 高 勝 明

８．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名

職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名

町 長 石 橋 良 治 副町長 桑 野 修 総務課長 日 高 禎 治

定住企画課長 細 貝 芳 弘 財政課長 藤 間 修 情報推進課長 安 原 賢 二

町民課長 表 正 司 税務課長 東 義 正 福祉課長 三 上 洋 司

農林振興課長 藤 田 憲 司 建設課長 洲 濱 芳 文 水道課長 松 川 好 史

保健課長 大 矢 輝 美 会計管理者 藤 井 克 史 瑞穂支所長 佐々木 孝義

羽須美支所長 福 田 誠 治 教育委員長 河 野 義 則 教育長 土 居 達 也

学校教育課長 三 上 俊 二 生涯学習課長 森 岡 弘 典

９．本会議に職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 屋 原 進 事務局主任 日 高 泉

１０．町長提出議案の題目 別紙のとおり

１１．会議録署名議員の氏名

議席 氏 名 議席 氏 名

５番 日野原 利 郎 ６番 清 水 優 文

１２．本日の会議の大要は別紙のとおりである。
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平成２１年第８回邑南町議会臨時会議事日程

平成２１年１１月３０日（月）午前９時４７分開議

開会、開議宣告

議事日程の報告

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決

議案第１００号 邑南町職員の給与に関する条例の一部改正について

議案第１０１号 邑南町議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について

議案第１０２号 邑南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正につ

いて

議案第１０３号 邑南町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正につ

いて

議案第１０４号 平成２１年度邑南町電気通信事業特別会計補正予算第３号について

平成２１年第８回 邑南町議会臨時会会議録

平成２１年１１月３０日（月）

―― 午前 ９ 時４７分 開会 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

開会宣告

それでは定足数に達しておりますので、ただ今から、平成２１年第８回邑南町議会●議長（三上徹）

臨時会を開会いたします。これより本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元

に配布のとおりでございます。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第１会議録署名議員の指名をいたします。５番日野原議員、６番清水議員お願●議長（三上徹）

いをいたします。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

日程第２ 会期の決定

。 。 、●議長（三上徹） 日程第２会期の決定を議題といたします お諮りをいたします 本臨時会の会期は

本日１１月３０日の１日限りといたしたいと思います。これにご異議はございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

異議なしと認めます。よって、会期は本日１１月３０日の１日、１日限りと決定を●議長（三上徹）

いたしました。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

日程第３ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決

日程第３議案の上程、説明、質疑、討論、採決に入ります。議案第１００号邑南町●議長（三上徹）

職員の給与に関する条例の一部改正について。議案第１０１号邑南町議会の議員報酬及び費用弁償
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に関する条例の一部改正について。議案第１０２号邑南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅

費に関する条例の一部改正について。議案第１０３号邑南町教育長の給与、勤務時間その他の勤務

条件に関する条例の一部改正について。議案第１０４号平成２１年度邑南、邑南町電気通信事業特

別会計補正予算第３号について。以上５議案を一括上程をいたします。

提出者から提案の理由を求めます。●議長（三上徹）

議長。●石橋町長（石橋良治）

はい、石橋町長。●議長（三上徹）

議案第１００号邑南町職員の給与に関する条例の一部改正についての提案理●石橋町長（石橋良治）

由についてご説明申しあげます。本議案は邑南町職員の給与について本年１２月から期末勤勉手当

、 、 。の引き下げ 月例給の引き下げ 持ち家に関わる住居手当の廃止を行おうとするものでございます

議案第１０１号邑南町議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての提案理由を

ご説明申しあげます。本議案は邑南町職員の給与に関する条例の一部改正に伴い読み替え規定の部

分について改正するものでございます｡議案第１０２号邑南町特別職の職員で常勤のものの給与及び

旅費に関する条例の一部改正についての提案理由をご説明申しあげます。本議案は町長及び副町長

の期末手当の支給率について一般職員に準じ本年１２月から引き下げを行おうとするものでござい

ます｡議案第１０３号邑南町教育長の給与 勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正につ、

いての提案理由をご説明申しあげます。本議案は教育長の期末手当の支給率について一般職員に準

じ本年１２月から引き下げを行おうとするものでございます｡以上４議案について 詳細につきまし、

ては総務課長から説明させますのでよろしくお願いいたします。

番外。●日高総務課長（日高禎治）

はい、日高総務課長。●議長（三上徹）

議案第１００号邑南町職員の給与に関する条例の一部改正についてご説●日高総務課長（日高禎治）

明をいたします。この度の給与条例改正につきましては本年８月１１日に国家公務員に対する人事

院勧告が、１０月には島根県人事委員会から島根県職員に対する勧告が行われました。今年度の人

事院の勧告内容の主なものとしましては、俸給表につきましては基本的に各俸給月額について平均

０．２％引き下げとするが、１級から３級までの一部の俸給月、月額については引き下げを行わな

いとされました。また自宅に係る住居手当を廃止すること、そして期末勤勉手当の年間支給月数を

． 。 、 、 、 ．国においては現行の４ ５ まあ １００分の４５０ございますが これを１００分の４１５ ４

１５月に引き下げることなどがございました。これらを受けまして島根県や他の県内市町村の状況

を見ながら邑南町職員の給与を改正しようとするものでございます｡条例本文並びに新旧対照表をご

覧いただきたいと思います。本文の方で申しあげますが、第１１条の３の改正でございますが、こ

れは先ほど申しあげましたように住居手当の内、当該職員の所有に係る住宅の内、当該職員が新築

又は購入した住宅に居住し、新築又は購入した日から起算して５年を経過しないものに居住してい

る職員で世帯主については月額２千５００円が支給されておりましたが、これを廃止するものでご

ざいます｡次に第１９条につきましては 期末につい 期末手当について規定しておりますが 第２、 、 、

項におきまして支給率を規定しております。現行の６月の支給率を期末手当基礎額に１００分の１

３０を乗じてを得た額としておりますが、これを１００分の１２０に、また１２月に支給する支給

率を１００分の１５０から１００分の１４５に減じようとするものでございます｡第３項の改正につ

きましては再任用職員に対する期、期末手当に関して支給率を改正しようとするもので、６月の支

給率を１００分の７０から１００分の６５に、１２月の支給率を１００分の８０から１００分の７



- 4 -

５に改正するものでございます｡次に第２０条の改正につきましては 勤勉手当の支給率を減じよう、

とするものでございます｡第２項に勤勉手当支給率を定めておりますが 現行では６月及び１２月に、

それぞれ１００分の７２．５を乗じておる率を１００分の６７．５としようとするものでござ、ご

ざいます。これらによりまして年間の期末勤勉手当を算出する率は現行１００分の４２５から１０

０分の４００になり 年間０ ２５月分減額となるものでございます｡ただし 今年度におきまして、 ． 、

は６月分を改選前、改正前の支給率で既に支給しており１００分の４１５となるものでございます

が この率は今後の国家公務員に適用される率と同率となるものでございます｡次に別表の改正でご、

ざいますが行政職給料表一表及び医療職給料表三表でございますが、これを改正するものでござい

ます｡新旧対照表において給料表の号給のところにアンダーラインをしているところがござ ござい、

ますが そこが改正されるか所でございます｡行政職給料表につきましては１級では５７号以降 ２、 、

級では２５号以降、３級では９号以降、４級以上は、以降は全ての号給を減額するものでございま

す｡なお これらの改正につきましては 改正後の条例でございますが１２月１日から施行しようと、 、

するものでございます｡附則の方に載せておりますのでご覧いただきたいと思います 以上で邑南町。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の説明は終わりますが、続きまして、議案第１０１

号邑南町議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてご説明をいたします。これ

も条例本、改正文及び新旧対照表をご覧いただきたいと思います。第４０、４条第２項において期

末手当を規定しておりますが、この中に先ほど議案第１００号でご説明しましたけども邑南町職員

の給与に関する条例の第１９条第２項の数値を読み替える規定をもっており、その内容をもって改

正するものでございまして、実際の支給率を改正するものではございません。なお、施行日はこれ

も２１年１２月１日としておりますのでよろしくお願いいたします。続きまして議案第１０２号で

ございます。邑南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について説

明をいたします。改正本文あるいは新旧対照ほう、表をご覧いただきたいと思います。第４条第１

項において期末手当の支給率を定めております。この度の邑南町職員の給与に関する条例の一部改

正に伴いまして その改正率にあわせて期末手当支給率を減率するものでございます｡これも先ほど、

１０１号で、ご説明しましたように邑南町職員の給与に関する条例で規定されている期末手当支給

率の読替規定としておりまして、実際の支給率は現在６月で１００分の１５０とあるのを１００分

の１４０に １２月では１００分の１７０とあるのを１００分の１６５とするものでございます｡こ、

れにより現行の年間支給率は１００分の３２０から１００分の３０５となり０．１５月分の減少率

となります。なお、先ほど１００号で申しあ、議案第１００号で申しあげましたように一般職員と

同様、今年度におきましては６月分を、改、改正前の支給率で既に支給しており今年度は、におき

ましては年間１００分の３１５の支給率とするものでございます｡この改正後の条例につきましても

２ １２月１日から施行することとしております｡よろしくお願いいたします 続きまして議案第１、 。

０３号でございます｡邑南町教育長の給与 勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正でご、

ざいますが、改正本文あるいは新旧対照表をご覧いただきますが、これにつきましては議案第１０

２号、前号でご説明しました内容と全く同様の改正としておりますのでよろしくお願いしたいと思

います。年間の現行支給率が１００分の３、３２０。これを１００分の３０５とし、０．１５月分

を減少するものでございます｡この改正後の条例につきましても１２月１日からの施行するものでご

ざいます｡なお、あのぅ､以上議案第１０１号以外の３議案に係る給与費の補正予算につきましては

１２月定例議会において提案さしていただきたいと考えておりますのでよろしくお願いを申しあげ

ます。以上でございます。
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町長。●議長（三上徹）

はい、議長。●石橋町長（石橋良治）

はい、石橋町長。●議長（三上徹）

議案第１０４号平成２１年度邑南町電気通信事業特別会計補正予算第３号に●石橋町長（石橋良治）

ついてでございますが、歳入歳出それぞれ８５４万円を増額するものでございます。詳細につきま

しては情報推進課長から説明させますのでよろしくお願いいたします。

番外。●安原情報推進課長（安原賢二）

はい、安原情報推進課長。●議長（三上徹）

議案第１０４号平成２１年度邑南町電気通信事業特別会計補正予算●安原情報推進課長（安原賢二）

第３号について、ご説明申しあげます。予算書の１ページをお開きください。平成２１年度邑南町

の電気通信事業特別会計補正予算第３号は次の、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正で

ございますが、第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８５４万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ８億８千４５２万７千円とするものでございます｡２ 歳入歳出予算の補、

正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては２ペー

ジの表１のとおりでございます｡第２条地方債の変更は 第２表地方債補正によるものでございまし、

て４ページの地方債の補正をご覧ください。起債の目的でございますが情報基盤整備事業債、補正

前の額、限度額が４億５千８８０万円でございますが、これに５５０万円を増額補正いたしまして

補正後の額を限度額４億６千４３０万円にしようとするものでございます｡起債の方法 利率 償還、 、

の方法につきましては補正前と同じでございます｡内容の詳細につきましては事項別明細書で説明を

いたします。予算に関する説明書の３ページをお開きください。歳入からですが、今回の補正の目

的でございますが、８月末までおおなんケーブルテレビへ、への加入促進を行ったことによる加入

者の増に伴いまして、工事請負費の増額をお願いするものでございまして、その財源として歳入に

ございますように加入者負担金から３４万円、元気なつ、地域づくり交付金の県支出金が２７０万

円。先ほどし、説明いたしました町債の情報基盤整備事業債から５５０万円を充当いたしまして歳

入の財源といたします。次の４ページをお開きください。歳出でございますが補正前の額が７億７

２５万９千円でございますが、この内、元気な地域づくり交付金事業にかかります工事請負費が現

在の予算で６億４千４２４万円でございまして、これに工事費の今回お願いします８５４万円をプ

ラスいたしまして工事費の合計が６５２万、失礼しました。６億５千２７８万円にしようとするも

のでございまして、合計で７１億５千７００、７０。７億１千５７９万９千円になります。以上で

説明終わります。よろしくお願いします。

以上で、提出者からの提、提案理由の説明は終了いたしました。これより、質疑に●議長（三上徹）

入ります。始めに、議案第１００号に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。ございませ

んか。

（ なし」の声あり）「

無いようでございますので、議案第１００号の質疑を終わります。続きまして、議●議長（三上徹）

案第１０１号に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。ございませんか。

（ なし」の声あり）「

はい、無いようでございますので、議案第１０１号の質疑を終わります。続きまし●議長（三上徹）

て、議案第１０２号に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。ございませんか。

（ なし」の声あり）「
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はい、無いようでございますので、議案第１０２号の質疑を終わります。続きまし●議長（三上徹）

て、議案第１０３号に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。

（ なし」の声あり）「

はい、無いようでございますので、議案第１０３号の質疑を終わります。続きまし●議長（三上徹）

て、議案第１０４号に対する質疑に入ります。本件の質疑につきましては歳入、歳出全般にわたっ

ての質疑とさしていただきます。質疑の際あらかじめ頁数を示して、これを行っていただきますよ

うお願いいたします。質疑はございませんか。ございませんか。

（ なし」の声あり）「

はい、無いようでございますので、議案第１０４号の質疑を終わります。以上で議●議長（三上徹）

案の質疑を終わります。これより討論、採決に入ります。始めに、議案第１００号に対する討論に

入ります。反対討論ございませんか。

（ なし」の声あり）「

賛成討論ございませんか。●議長（三上徹）

（ なし」の声あり）「

無いようでございますので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。議案第１●議長（三上徹）

００号に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

はい、全員賛成。よって、議案第１００号邑南町職員の給与に関する条例の一部改●議長（三上徹）

正につきましては、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第１０１号に対する討論

に入ります。始めに、反対討論ございませんか。

（ なし」の声あり）「

賛成討論ございませんか。●議長（三上徹）

（ なし」の声あり）「

無いようでございますので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。議案第１●議長（三上徹）

０１号に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手数）

はい、全員賛成。よって、議案第１０１号邑南町議会の議員報酬及び費用弁償に関●議長（三上徹）

する条例の一部改正につきましては、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第１０

２号に対する討論に入ります。始めに、反対討論ございませんか。

（ なし」の声あり）「

賛成討論ございませんか。●議長（三上徹）

（ なし」の声あり）「

無いようでございますので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。議案第１●議長（三上徹）

０２号に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

はい、全員賛成。よって、議案第１０２号邑南町特別職の職員で常勤のものの給与●議長（三上徹）

、 。 、及び旅費に関する条例の一部改正につきましては 原案のとおり決定をいたしました 続きまして

議案第１０３号に対する討論に入ります。始めに、反対討論ございませんか。

（ なし」の声あり）「

はい、賛成討論ございませんか。●議長（三上徹）



- 7 -

（ なし」の声あり）「

無いようでございますので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。議案第１●議長（三上徹）

０３号に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

はい、全員賛成。よって、議案第１０３号邑南町教育長の給与、勤務時間その他の●議長（三上徹）

、 。 、勤務条件に関する条例の一部改正につきましては 原案のとおり決定をいたしました 続きまして

議案第１０４号に対する討論に入ります。始めに、反対討論ございませんか。

（ なし」の声あり）「

賛成討論ございませんか。●議長（三上徹）

（ なし」の声あり）「

無いようでございますので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。議案第１●議長（三上徹）

０４号に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

はい、全員賛成。よって、議案第１０４号平成２１年度邑南町電気通信事業特別会●議長（三上徹）

計補正予算第３号につきましては、原案のとおり決定をいたしました。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

閉会宣告

以上で、本臨時会に付議されました案件は、すべて議了いたしました。これをもっ●議長（三上徹）

て本臨時会を閉会といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

異議なしと認めます。よって、本臨時会を閉会することに決定をいたしました。こ●議長（三上徹）

れをもちまして平成２１年第８回邑南町議会臨時会を閉会といたします。大変、ご苦労さんでござ

いました。

―― 午前１０ 時１０分 閉会 ――


